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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は企業理念として「健康で豊かな人生をすべての人に」を掲げております。この企業理念のもとに、すべてのステークホルダーとの対話を通
して中長期的な企業価値の最大化に努めてまいりました。さらにコーポレート・ガバナンスの実効性の強化を図り、その結果としての中長期的な企
業価値の向上を目的として、「監査等委員会設置会社」に移行致しました。今後も経営管理体制及び業務執行に対するモニタリング体制を整備
し、法令遵守はもちろんのこと、ステークホルダーとの適切な協働関係の維持や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成を図ってま
いります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの５つの基本原則を全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

ノ－リツ鋼機株式会社 16,730,776 64.41

松島　陽介 964,490 3.71

山元　雄太 848,488 3.27

株式会社PKSHA Technology 466,000 1.79

杉田　玲夢 355,742 1.37

木村　真也 290,000 1.12

上沢　仁 218,000 0.84

岡山　太郎 111,000 0.43

生駒　恭明 53,546 0.21

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 ノ－リツ鋼機株式会社　（上場：東京）　（コード）　7744

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

　当社グループがノーリツ鋼機グループとの取引を行う場合には、新規取引開始時及び既存取引の継続時も含め、少数株主保護の観点から当該
取引の必要性、取引条件の妥当性等を慎重に検討した上で行うこととしております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社は、ノーリツ鋼機株式会社を親会社として有しています。当社は、上場に向けて、親会社の承認事項・事前報告事項の撤廃、親会社との間
での資金の借入・債務保証の解消等、親会社からの独立性を担保するための施策を行ってまいりました。これにより、親会社からの関与を最小化
し、当社として独立した事業運営を行うことができる体制を構築することができております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

岡山　太郎 他の会社の出身者

霜田　恒夫 他の会社の出身者

林　南平 他の会社の出身者 △

藤岡　大祐 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

岡山　太郎 　 　 ―――

同氏は、企業経営における豊富な経験と高い
見識を有しております。同氏は株式会社ＳＸＡ
の代表取締役であり、現時点で当社との間に
特別の利害関係はありませんが、今後業務執
行に関連した業務を委託する可能性があるた
め、独立役員の届出を行っておりません。

霜田　恒夫 ○ ○ ―――

同氏は、監査役としての豊富な経験と財務及
び会計に関する相当程度の見識を有しており
ます。当社との間に特別の利害関係はなく、一
般株主との利益相反が生じるおそれがないと
判断しております。



林　南平 ○ 　
2013年から2014年の間、上場会社の兄弟
会社（フィード株式会社）の代表取締役で
あった。

同氏は、他社において代表取締役として会社
経営の実績があり、また、財務及び会計につい
ても相当程度の見識を有しております。しかし、
今後業務執行に関連した業務を委託する可能
性があるため、独立役員の届出を行っておりま
せん。

藤岡　大祐 ○ ○ ―――

同氏は、公認会計士の資格を有し、高度な専
門知識及び幅広い見解を有しております。同氏
は、当社の株主である株式会社PKSHA

Technologyの監査役を兼務しておりますが、監
査役という役職の性質上、同社からの影響力
はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれ
がないと判断しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　経営管理部員２名が補助者として監査等委員を補助しておりますが、業務執行役員から当該補助業務への関与はなく、監査等委員の活動の独
立性は確保されております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は会計監査人及び内部監査室と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率
性の向上に努めております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 1 0 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 1 0 3 0 0
社外取
締役

補足説明

　当社は取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当社の指名・報酬諮問委員会は、社外取締役３名（監査
等委員３名）で構成されており、取締役（監査等委員である取締役を含む。）及び執行役員の選任・解任議案及び個別報酬額等について取締役会
が作成した原案を審議し、取締役会に答申を提出する役割を担っております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名



その他独立役員に関する事項

　社外取締役の４名全員が東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、過去10年以内に親会社の業務執行者でなかった
者であります。その中で、今後も業務執行に関連した業務を委託する可能性がない霜田恒夫と藤岡大祐の２名を独立社外取締役に選任いたしま
した。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的にストックオプションを付与しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他

該当項目に関する補足説明

　上記付与対象者について、業績向上に対する意欲・士気向上、及び優秀な人材の確保のため、ストックオプション制度を導入しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　報酬額の総額が1億円以上の者は存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役（監査等委員である者を除く）の報酬等については、株主総会で決議された年額報酬総額の範囲内において支給します。各取締役の報
酬等については、取締役会が作成した原案について指名・報酬諮問委員会が審議及び答申を行い、その答申を踏まえて取締役会で決定します。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議された年額報酬総額の範囲内において、監査等委員会の協議により決定
しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役へのサポートは、経営管理部が行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（取締役会）

　取締役５名（うち社外取締役４名）で構成されております。原則月１回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催してお
ります。取締役会は法令・定款に定められた事項のほか、「取締役会規程」に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しておりま
す。

（執行役員会議）

　執行役員会議は、執行役員及び常勤監査等委員及び執行役員会議の議長により指名された者で構成されており、原則として月１回開催されて
おります。執行役員会議は、「執行役員会議規程」において、経営上の重要事項等が付議事項として定められております。

（監査等委員会）

　当社の監査等委員会は、監査等委員３名（社外取締役３名）で構成されており、原則毎月１回の監査等委員会を開催するとともに、代表取締役
及び業務執行取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行の状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるように努めております。
また、会計監査人及び内部監査責任者と定期的な情報交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

（指名・報酬諮問委員会）

　当社は取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当社の指名・報酬諮問委員会は、社外取締役３名（監査
等委員３名）で構成されており、取締役（監査等委員である取締役を含む。）及び執行役員の選任・解任議案及び個別報酬額等について取締役会
が作成した原案を審議し、取締役会に答申を提出する役割を担っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由



当社は、企業の持続的価値向上とコ－ポレ－ト・ガバナンスの一層の強化を目指し、2019年４月１日開催の臨時株主総会の承認をもって、「監査
役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主への株主総会招集通知については、法定期日よりも早期に発送するよう努めてまい
ります。

集中日を回避した株主総会の設定
当社の決算月は、３月でありますが、より多くの株主にご出席頂けるよう、集中日を回避し
た株主総会を設定する予定であります。

電磁的方法による議決権の行使 電磁的方法による議決権の行使に関して、検討を進めてまいります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権行使プラットフォームへの参加を検討しております。

招集通知（要約）の英文での提供 今後の検討課題といたします。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ＩＲサイトへの掲載を予定しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 必要に応じて開催することを検討しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期および決算期末の決算発表に合わせて開催することを検討してお
ります。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 今後検討すべき事項と考えております。 あり

IR資料のホームページ掲載 ＩＲサイトを開設し、当該サイト上に掲載する予定です。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営管理部を担当部署としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

コンプライアンス経営を基本方針として健全で公正な経営体制を構築し、当社を取り巻くス
テークホルダーの信頼に応えられるよう企業価値の維持・向上に努めてまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、取締役会にて「内部統制システム構築に関する基本方針」を決議しており、現在その基本方針に基づき内部統制の整備・運用をおこ
なっております。その概要は、以下のとおりであります。

ａ．取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（a）当社グル－プを対象範囲としたコンプライアンス基本方針・行動規範の他、取締役会規程をはじめ社内規程に基づき、法令・定款違反行為を
抑止する。

（b）法令違反やコンプライアンスなどに関する事実についての社内報告体制として、内部通報制度を設置し、運用規程に基づき運用を行う。

（c）社長直轄の内部監査室による内部監査を実施し、内部統制の有効性を確保する。

（d) コンプライアンスに関する研修体制を整備する。

（e) 監査等委員会は、当社の法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策を求めること

ができる。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社取締役の職務執行に係る情報については、社内規則に基づき保存・管理を行う。

ｃ．当社グル－プの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（a）当社はリスクマネジメント規程を制定し、リスク管理体制の基本事項を定める。

（b）重要リスクが顕在化した場合の速やかな初動対応のため、事業継続計画書等の整備を進める。

ｄ．当社グル－プの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（a）当社は、取締役会を月１回開催するほか、必要に応じ適宜臨時取締役会を開催し、取締役会規程に定める付議事項について決議する。

（b）子会社は、１ヶ月に１回以上の割合で適宜取締役会を開催し、付議事項について決議する。

ｅ．当社グル－プ及び親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（a）当社グル－プの取締役の職務執行の報告並びに当社グル－プ及び当社の親会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するため
に、実質的な親会社であるノ－リツ鋼機株式会社のグル－プ運営の基本方針を踏まえ、管理体制を整備する。

（b）子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項については事前協議を行うなど、必要に応じて
主管部署から指導、助言を行う。

（c）子会社管理規程及びその他のル－ルを定め、子会社は、各々の重要規程を定める。

ｆ．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　当社は、監査等委員会の意見を尊重して、当該使用人を選任し補助させる。補助使用人は、専任又は兼職とし、監査等委員会の意見を尊重し
決定する。

ｇ．監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効
性の確保に関する事項

（a）監査等委員会の職務を補助する使用人の独立性を確保するために、人事関連事項（異動、評価等）については、監査等委員会の意見を徴し
これを尊重する。

（b）当該使用人は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。また、当該使用人が兼務の場合は、監査等委員会の指揮命令に優先的に従うも
のとし、会社は業務負担について配慮する。

ｈ．当社グル－プの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人又はこれらの者から報告をうけた者が監査等委員会に報告をするため
の体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

（a）当社グル－プの取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害及び不利益を及ぼすおそれがある事実が発生
した場合は、当社監査等委員会に速やかに報告する。

（b）当社グル－プの取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、取締役の職務の執行に関して不正行為、法令・定款に違反する重
大な事実が発生する可能性もしくは発生した場合は、その可能性及び事実を当社監査等委員会に速やかに報告する。

（c) 当社監査等委員会は、必要に応じて当社グル－プの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人に対して報告を求めることができ

る。

（d) 法令違反やコンプライアンスなどに関する事実についての社内報告体制として内部通報制度運用規程並びにコンプライアンス規程に基づき、

監査等委員会への適切な報告体制を確保する。

（e) 前（a)号及び（b)号の報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことをル－ル化し、適切に運用する。

ｉ．当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処
理に係る方針に関する事項

当社は、当社の監査等委員会の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等について、速やかに当該費用又は債務を処理す
る。

ｊ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（a）代表取締役と監査等委員会定期的会合（年４回程度）を継続し行う。

（b）監査対象・責任の明確化、監査スタッフの増強など監査機能の充実を図る。

（c) 監査等委員会の要請に基づき、監査等委員が当社グル－プ各社の会議に出席する機会を確保する等、当社の監査等委員会の監査が実効

的に行われるための体制を整備する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社グループ及びその特別利害関係者、株主及び取引先等は、反社会勢力との関りは一切ございません。当社グループは、市民社会の秩序
や安全に脅威を与える反社会的勢力とはいかなる名目の利益供与も行わず、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力に対しては弁護士や
警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社グループでは、個人の健康な生活のため、その結果として持続可能な国民医療制度の実現のため、人材やテクノロジーに積極的に投資
し、医療ビッグデータを活用した新しい取組みやサービス開発にチャレンジし続けます。現在は以下のようなテーマに取り組んでおり、このような取
組みがSDGsへの貢献にも繋がると考えております。

・超重症化予防　　　　 ：　生活習慣業等の重症化予防のための個別介入サービス

・ポリファーマシー対策 ：　安全性、効率性に問題のある多剤併用の抑制

・Big Data for Children ：　難病を含めた小児医療の発展に対するデータを活用した支援

・健康経営　　　　　　　 ：　企業における従業員の健康管理や健康への投資の支援


